
このガイドは、フロン類回収業者の処理・実務の流れに沿って、必要な情報（５つの役割）をまとめたものです。各項目に表示した二次元コードから詳しい説明を見ることができます。

最新のお知らせを知りたい

わからないことを調べたい

移動報告の方法を知りたい

自動車リサイクルシステム：http://www.jars.gr.jp/ （公益財団法人自動車リサイクル促進センター・一般社団法人自動車再資源化協力機構）

自動車リサイクル フロン類回収業者の役割

使用済自動車
(フロン類装備あり)

引取業者

自動車メーカー・
輸入業者 一般社団法人自動車再資源化協力機構(JARP)

指定引取場所

公益財団法人自動車リサイクル促進センター（JARC)内 情報管理センター

¥

¥

お金の流れ

情報の流れ

物の流れ

¥

解体業者

使用済自動車フロン類回収業者

役割2 役割3 役割4 役割5役割1

引取報告 引渡報告 引渡報告 年次報告都度入力

委託契約

◆ 使用済自動車からフロン類を回収する場合は、自動車リサイクル法を守って実施する必要があります。
自動車リサイクル法に違反すると、懲役や罰金などの罰則があります。〔法第8章〕

◆ 使用済自動車からフロン類を回収するためには、自治体にフロン類回収業の登録が必要です。〔法第3章第2節〕

基準に従った
フロン類の回収

使用済自動車
の引取りと
引取報告

使用済自動車
の引渡しと
引渡報告

フロン類の
引渡しと
引渡報告

フロン類
年次報告

・フロン類を適正に回収しメーカーに引き渡すと、
フロン類の回収手数料が振り込まれます。

フロン類回収作業時に
注意すること・ボンベの検査

〔法第23条第1項、施行規則第21条、第22条〕
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【Japanese】

http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0310.html
http://www.jars.gr.jp/faq/exfq0200.html
https://demo.jars.gr.jp/m/contents/public/main/MCFS0000_menu.html
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_002_fluorocarbon_recovery_fee.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_002_fluorocarbon_recovery_fee.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_003_cautions_during_fluorocarbon_recovery_operations.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_003_cautions_during_fluorocarbon_recovery_operations.pdf
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0310.html
http://www.jars.gr.jp/faq/exfq0200.html
https://demo.jars.gr.jp/m/contents/public/main/MCFS0000_menu.html
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_003_cautions_during_fluorocarbon_recovery_operations.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/all_000_gyousya.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_002_fluorocarbon_recovery_fee.pdf


役割１

1. 車を引き取り、車台番号を確認する。
実車の装備と移動報告の装備情報が一致
しているか確認する。

役割３

5. 回収したフロン類を指定引取場所に引き渡す。

役割２

車台情報の装備情報を確認

7. 使用済自動車を解体工程に引き渡す。

8. 移動報告担当者は、
使用済自動車の引渡報告をする。

（引渡した日から3日以内）

役割４

フロン類の集荷依頼

6. 移動報告担当者は、
フロン類の引渡報告をする。

3. 基準に従ってフロン類を回収する。

役割５

2. 移動報告担当者は、引取報告をする。
（引き取った日から3日以内）

自動車リサイクル フロン類回収業者の実務（推奨手順）

点線枠内（役割1から役割2・役割4）は、20日以内に実施

〔法第11条、法第81条第3項〕

〔法第12条、13条法、法22条、
法第81条第4項等〕〔法第14条、法第81条第6項〕

〔法第12条、第13条、第22条等〕

〔法第81条第5項〕

〔施行規則第106条第1項〕

各項目に表示した二次元コードから動画や詳しい説明を見ることができます。

9.移動報告担当者は、
フロン類年次報告を行う。

毎年4月1日～4月末日に実施

フロン類年次報告

4. フロン類を回収したことを都度入力する。

回収・運搬・引取基準等

都度入力～引渡報告
（JARS)

作業の流れ

・事業所ごと
・前年度4月～3月分を報告

フロン類荷姿情報の修正

説明を読む 動画を見る
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説明を読む 動画を見る

説明を読む 動画を見る

【Japanese】

http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_010_confirm_vehicle_and_equipment_information.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_100_annual_report_on_fluorocarbons.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_060_enter_each_instance.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_090_revise_the_fluorocarbon_packing_information.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_070_request_fluorocarbon_pickup.pdf
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0340.html
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_010_confirm_vehicle_and_equipment_information.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_020_workflow.pdf
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0320.html
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_040_recovery_standards_etc.pdf
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0330.html
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_060_enter_each_instance.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_070_request_fluorocarbon_pickup.pdf
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0340.html
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_090_revise_the_fluorocarbon_packing_information.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_100_annual_report_on_fluorocarbons.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_020_workflow.pdf
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0320.html
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_040_recovery_standards_etc.pdf
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0330.html
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